
 公益財団法人東華教育文化交流財団は、２０２４年４月１日から２０２５年３月

３１日までの２０２４年度（第十五期事業年度）に以下の事業を行った。 

（一）中国人留学生及び訪中留学生に対する奨学援助事業

(1) ２０２４年度の奨学金支給実績は、次のとおりである。

① 中 国 人 奨 学 生： １８名  １８４０万円 

② 訪 中 奨 学 生： １５名   ３２４万円 

③ 華文教育奨学生： ２名  ７２万円 

合 計： ３５名 ２２３６万円 

当財団の設立から現在までの奨学金支給の累計は、次のとおりである。 

① 中 国 人 奨 学 生：１０３５名 ８億３００６万円

② 訪 中 奨 学 生： ７９８名 １億３６８１万円

③ 華文教育奨学生：  ４０名 ８８２万円 

(2) 奨学生懇親会の開催

東京近郊の大学・大学院に在学する中国人奨学生を３回、地方在住の中国

人奨学生を１回招集し、奨学生懇親会を開催した。日本での留学中の日常生

活、勉学を通じて得た成果や日本人学生との友好交流等について意見や情報

を交換し、お互いの友情と親睦を増す機会として奨学生から好評を得た。 

（二）日中両国間の教育・学術・文化交流事業に対する助成金支給事業

日中間の教育・学術・文化交流に関わる事業に助成金を支給し、その事業の

発展と成功に寄与した。 

２０２４年度助成金支給実績：  １４件    ８００万円 

設立から現在までの助成金累計：３２９件 ３億０９９０万円余 

（三）奨学生の募集と採用 

(1) 訪中奨学生の募集と採用

２０２４年６月１日から１５日までの募集期間に、６名の応募があった。

選考審査委員会の選考審査を経た後、理事会で前年度からの継続奨学生を含

む訪中奨学生９名（新規５名、継続４名）の採用を決定した。 

(2) 華文教育奨学生の募集と採用

２０２４年６月１６日から３０日までの募集期間に、新規の応募がなかっ

た。前年度からの継続奨学生について華文教育基金管理運営委員会の選考審



査を経た後、理事会で華文教育奨学生２名の継続採用を決定した。 

(3) 中国人奨学生の募集と採用

２０２４年１１月１日から２０日までの募集期間に、２７６名の応募があ

った。選考審査委員会の選考審査を経た後、理事会で前年度からの継続奨学

生を含む中国人奨学生１３名（新規１０名、継続３名）の採用及び補欠採用

者９名を決定した。 

（四）助成対象事業の募集と採用

２０２５年１月５日から２０日までの募集期間に、日中間の教育・学術・文

化交流に関わる助成対象事業を募集したところ、１９件の応募があった。 

選考審査委員会の選考審査を経た後、理事会で１４件の事業の採用を決定し

た。 

（五）諸会議の開催

(1) ２０２４年５月２７日 第５０回理事会

① ２０２３年度事業報告及び計算書類等承認の件

② 第１５回定時評議員会招集の件

(2) ２０２４年６月１５日 第１５回定時評議員会

① ２０２３年度計算書類等承認の件

② 理事９名選任の件

③ 監事２名選任の件

④ ２０２３年度事業報告の件

⑤ ２０２４年度事業計画書及び収支予算書等の件

(3) ２０２４年６月１５日 第５１回理事会（決議の省略の方法による。）

① 理事長選定の件

② 常務理事選定等の件

③ 選考審査委員７名選任の件

④ 華文教育基金管理運営委員５名選任の件

(4) ２０２４年７月１０日 第２８回選考審査委員会

① 訪中奨学生の選考審査の件



(5) ２０２４年７月１１日 第１２回華文教育基金管理運営委員会

① 主任選定の件

② 華文教育奨学生選考審査の件

③ ２０２３年度事業報告及び決算報告について

(6) ２０２４年７月２２日 第５２回理事会（決議の省略の方法による。）

① 訪中奨学生採用決定の件

② 華文教育奨学生採用決定の件

(7) ２０２５年２月２２日 第２９回選考審査委員会

① 選考審査に関するガイドライン承認の件

② ２０２５年度助成対象事業選考審査の件

③ ２０２５年度中国人奨学生選考審査の件

(8) ２０２５年３月４日 第５３回理事会 

① ２０２５年度事業計画及び収支予算承認の件

② ２０２５年度資産運用計画承認の件

③ ２０２５年度中国人奨学生決定の件

④ ２０２５年度助成対象事業決定の件

⑤ 臨時評議員会招集の件

(9) ２０２５年３月１８日 臨時評議員会（決議の省略の方法による。）

① 定款一部変更の件

（六）基本財産及び特定資産の運用 

資産運用規程及び資産運用計画に基づき、債券、投資信託及び預金により基

本財産及び特定資産等の運用を行った。 

（七）寄付金の受領

個人から１件（計３万円）、法人から２件（計２４０万円）の寄付を受けた。

以上 



事 業 報 告 の 附 属 明 細 書 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 34 条第 3 項に規定す

る附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成し

ない。 

以上 


